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０１　コレパクト＠SUWAとはどんな補助金なのか？

新しいコト・モノを

生み出す挑戦を

支援する補助金

　新しい挑戦をするには、さまざま障壁がつきもので

す。そんな悩みももしかしたら、仲間と手を取り合う

ことで乗り越えられるかもしれません。

　この補助金では、異業種との連携をすることで新し

いことに挑戦する前向きな人々を支援しています。
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０２　どんな事業が補助の対象になるのか？

地域の課題解決
新技術・
新製品開発

新サービスの
提供

01 02 03

以上3点のどれかについて取り組むプロジェクトが対象になります。

成功の有無は問いません。挑戦する企業を応援します。

例）高齢化が進んでいる

から、健康寿命を延ばす

ための商品を作ろう！

例）諏訪の精密技術をも

っと知ってもらいたいか

ら、最終製品を作る挑戦

をしてみよう！

例）外国人向けのアクテ

ィビティーを作るために

インバウンド対応商品を

作ろう！
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複数　　：2社以上

連携体　：申請代表者は諏訪市内の事業者に限る

※代表者が市内事業者の場合、連携先は諏訪市外・個人でもOK!　　

産業分野：日本標準産業分類で定義されている分類コードを参照

複数の産業分野で構成され、市長が認める連携体

０３　どんな企業が対象になるのか？
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機械装置又は工具器具購入、試作、改良、据え付け、借用又は修繕

設計委託、ソフトウェア開発、研究委託及び外注加工

技術指導の受け入れ、試験研究　　

工業所有権の導入（商標、特許、意匠、実用新案権なども含む）

市場調査

連携体の研究活動における講師謝金、旅費、会場借上料

展示会への出展、広報(ホームページ作成、チラシ、デザイン料、広告宣伝費を含む）

原材料及び副資材の購入

０４　どんな経費が対象になるのか？

etc.
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０５　どのくらいの補助率なのか？

経費の2/3を補助

限度額は100万円（税抜き）
予算の範囲内において補助対象経費の3分の2以内で、かつ100

万円以内を補助します。事前着手可能なので、申請前に発生

した経費も対象になります。対象経費は1年度内に発生した経

費に限ります。

例）事業に150万円かかった　　　100万円を補助

　　事業に80万円かかった　　　  53万円を補助
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０６　補助金申請～交付の流れは？

4月初旬

募集開始

諏訪市公式HPから

【産業連携事業補助

金】で検索すると、

いち早く情報を得ら

れます。

9月4⽇(金)

募集終了

提出書類の確認があ

りますので、募集終

了１か月前を目安に

ご提出ください。

10月中

審査会

諏訪市役所にて審査

会を行います。パワ

ーポイントなどを準

備いただき、プレゼ

ンと質疑応答を各15

分行います。

結果は即日通告。

２月末締切

報告書提出

2月末までに、事業

を完了させ、報告書

を提出してくださ

い。

補助金交付

報告書の提出が早い

ほど、交付も早くな

ります。

事業終了後

審査会で採択を受ける必要があります。
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以下のものを提出してください

０６　補助金申請～交付の流れは？

□①諏訪市産業連携事業補助金交付申請書　(申請書）
　　諏訪市　産業連携事業補助金　　と検索いただき、諏訪市公式HPからフォーマットをダウンロードしてください。

審査会前

□④諏訪市産業連携事業決算書　(支出計画書）

□②連携体構成事業者の概要を記載した書類

□③申請の日の属する年度及びその前年度における市税の納税証明書(※市内事業者に限る）

会社パンフレットや、会社の概要をまとめたHPを印刷したもの、個人事業主の場合は経歴など。

市役所市民窓口にて取得できます。連携事業者全員分、前年度分とあわせ2か年分お忘れなく提出ください。

　　諏訪市　産業連携事業補助金　　と検索いただき、フォーマットをダウンロードしてください。

事業で発生すると思われる経費項目、金額を記載してください。 9



以下のものを提出してください

０６　補助金申請～交付の流れは？

□①諏訪市産業連携事業実績報告書　(報告書）
　　諏訪市　産業連携事業補助金　　と検索いただき、諏訪市公式HPからフォーマットをダウンロードしてください。

事業終了後

□④諏訪市産業連携事業決算書　(支出報告書書）

□②支払いを証する書類

□③実施事業についての補足資料

領収書又は、請求書と振込が証明できる通帳の写しやネットバンキングのスクリーンショットなど。

事業を通して作成したパンフレットや、成果物の写真など。

申請の際に提出いただいたものと同じフォーマットです。

事業を通して発生した経費項目、金額を記載してください。 10



０７　よくある質問

事業が申請年度内に終わりそうにない。

審査会前に事業を始めているがどこまでが対象経費になるのか？

事業は２年度以内であれば継続可能です。ただし、２年度の補助金の合計は100万円を超え

ることはできません。また、年度ごとに改めて申請いただいき、審査会経て採択される必要

があります。

対象経費は4月から翌年2月までに発生したものが対象になります。よって、申請及び審査会

前に事業を始めていても、4月から発生した経費も遡って対象になります。

逆に、審査の段階では構想メインで、審査後に事業を具体的に進める事業者もいます。

Q

Q
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０７　よくある質問

連携体同士の調査は補助対象外です。

Q 連携体先が実施しているのアクティビティを市場調査として体験したが、
その費用は対象の経費にあたるか？

特許申請にかかる費用を申請したいが、認定日が来年度になってしまう。

特許などの申請にかかる費用は、年度内に認定できない場合は出願料のみ対象になります。

登録料に関しては対象外です。

Q
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０７　よくある質問

交付された補助金の内訳は連携体内でどう分配すればよいか？

量産に向けて材料を購入したいが対象になるか？

連携体内での資金の分配については市は関与いたしません。

新しいモノ・コトを支援する補助金になりますので、補助対象は試作までになります。

量産のために購入する材料は対象外です。

Q

Q
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０７　よくある質問

イベントを開催したいが、イベント当日の経費は対象になるか？

過去に申請した企業は再度申請できるのか？

当日に発生するものについては対象外です。（人件費、会場借上げ料など）

準備期間に発生するイベントプログラム作成委託料などは対象になります。

申請内容、連携体先が異なる場合は可能です。

Q

Q
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ウェブサイト

メール
syoukou@city.suwa.lg.jp

電話番号

0266-52-4141（内線433）

諏訪市　産業連携補助金

０８　お問い合わせ

担当箇所 諏訪市役所経済部商工課　工業・ブランド振興係
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https://www.city.suwa.lg.jp/life/sub/6/19/102/


皆様のご応募
お待ちしております!
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